
 

 

 

交流館の利用は、セルフサービスとなっています。 

 

利用者の到着時刻及び出発時刻にあわせて、管理人が建物出入口の開け閉めをしま 

す。 

 この時間以外は、管理人は不在です。 

■ 利用時間 

午前９時から午後１０時まで    

(宿泊 午後４時から翌日の午前１０時まで) 

・出入口の鍵の貸出しはしません。 

■ 食 事 

食事の提供はしていません。「厨房」(有料)で、自炊することができます。 

【備え付けている調理用器具】 

    炊飯ジャー、冷蔵庫、電子レンジ、ガスコンロ、卓上コンロ（3台）、鍋類、 

食器類、食器用洗剤、布ふきん等     調味料等はありません。 

注) 施設の近くには、食堂やスーパーがありません。1 階玄関に地図を掲示し

ていますので、最寄りのスーパーで食料品を購入してください。 

■ 寝 具 

・宿泊は和室で行ってください。和室以外での寝具の利用はできません。 

・寝巻き(パジャマ)は、用意していません。 

・寝具の用意と片付けは、セルフサービスで行ってください。シーツと枕カバー 

は、２階の宿泊部屋に用意しています。 

・使ったシーツと枕カバーは、１階の事務室前まで持参してください。寝具は、た

たんで部屋の隅に置いてください。 

■ 入 浴 

・入浴時間は、午後６時から午後９時３０分までです。 

シャワーを使用の際に、ボイラー内のお湯が冷めていると、最初は 

冷水が出ますので注意してください。 

・シャンプー、歯ブラシ、タオル等の洗面道具類は、用意していません。 



■ 喫 煙 

館内は禁煙です。 

■ ペット 

ペットの同伴はお断りしています。 

■ 利用後の片付け 

利用後は、片付けと清掃をしてください。 

 ・利用により出たゴミは、すべて持ち帰ってください。 

 ・因島椋浦町のゴミ集積所に、ゴミを置かないでください。 

■ 損害賠償 

施設や設備を壊したときは、損害を賠償していただきます。 

■ その他のご注意 

・許可されていない施設や設備を使用しないでください。 

  ・飲食は、食堂でお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理者 

〒722-2392 尾道市因島土生町７番地４ 

 尾道市役所因島総合支所内 

尾道市教育委員会因島瀬戸田地域教育課 

(電話 ０８４５－２６－６２０４) 

 

地域の住民の迷惑にならないよう、夜間の大声・騒音、花火や 

午後９時３０分以降の外出は控えてください。 


